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相　談　日 予約申込締切日
４月 27日（水） ４月 22日（金）

５月 25日（水） ５月 20日（金）

６月 22日（水） ６月 17日（金）

７月 27日（水） ７月 22日（金）

８月 24日（水） ８月 19日（金）

９月 28日（水） ９月 23日（金）

10 月 26 日（水） 10 月 21 日（金）

11 月 24 日（木） 11 月 18 日（金）

12 月 28 日（水） 12 月 22 日（木）

１月 25日（水） １月 20日（金）

２月 22日（水） ２月 17日（金）

３月 22日（水） ３月 17日（金）

　相談は予約制です。締切日までに町民課戸籍年金係

にお申し込みください。

平成28年度「移動年金相談日」

　平成 28 年４月分から国民年金第１号被保険者（自営業者、学生等）及び任意加入被保険者の
１カ月当たりの保険料が月額 16,260 円に変わります。

１　国民年金保険料が変わります

　● 学生納付特例の納付の猶予期間は年度毎で、４月から翌年３月までです。
　● 平成28年度の申請をする方は、平成28年４月１日以降に役場町民課または米沢年金事務　
　     所の窓口に申請してください。（20歳の方は誕生日の前日以降）
　● 申請の際は、印鑑、在学証明書または学生証（両面の写し）が必要です。

２　学生には「学生納付特例制度」があります

口座振替納付
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこ
ともできます。口座振替の手続きは、米沢年金事務所ま
たは金融機関の窓口でお申し込みください。

クレジットカード納付
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申
し込み手続きは米沢年金事務所窓口でお申込みください。

金融機関、郵便局、コンビニ等
の窓口での現金納付

日本年金機構発行の納付書を使って、各金融機関等の窓
口で納めていただく方法です。

※なお、保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料が割り引きになります。
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退職などで被保険者の種類が変わったときは、２週間以内に手続きをすることが必要です。

▼  相談時間　午前10時～午後１時（※相談時間30分）

▼  相談会場　中央公民館１階　文化実習室
※都合により館内別室に変更となる場合

　がありますので、ロビーの案内板で

　ご確認ください。

■申し込み・問い合わせ　
　町民課戸籍年金係　☎８５-６１２９

米沢年金事務所「年金相談」の予約のお知らせ

▼  予約時間　平日 8 時 30 分、9 時 00 分、9 時 30 分、15 時 00 分、15 時 30 分、16 時 00 分　　
　　　　　　※ 状況により調整させていただく場合があります。

▼  申込方法　相談希望日の 1 ヵ月前から前日まで、電話で受付します。（『基礎年金番号』、『相談者氏名』、『電話
　　　　　　番号』、『相談内容』等確認させていただきます。）
■予約申込　米沢年金事務所　お客様相談室  ☎０２３８- ２２- ４２２０（自動音声案内）→ 9 → 5（職員対応）

町からのお知らせ

国民年金マスコット
ネッキーくん
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